






1 日常的にできる緩和策の例

省エネの推進

日

電球をLED照明に交換するこ
となどで、電気 使用置を減らし、
あわせて温室効果ガスも 減ら
すことができます。また、使わな
い 電気はこ まめに消しましょう。

廃棄物の発生抑制

買いものにはマイバッグを持
ち歩き、レジ袋を使わないよう
にしましょう。また、リデュース、
リュース、リサイクルの3Rによ

り、ごみ減量に努めましょう。

1 日常的にできる適応策の例

公共交通機関の利用、
ェコドライブ

マイカ ー等に代えて、公共交通
機関や自転車 による移動に努
めましょう。車を運転する場合
には、燃費や安全性も向上する
ェコドライブを心がけましょう。

［ は品； ；芸99)

捉供：NTTタウンペー ジ株式会社

大雨災害等から身を守るための基本的なこ
とをまと めたものです。日頃から備えてお
くこ とやお住いの地域の危険な個所をあら
かじめ確認しましょう。

熱中症の適切な予防法や対処法を知り 、重
症化を防ぎま し ょ う。

「 冷暖房の適正な利用
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冷房時には28℃ 、暖房時に
は20℃を目安に室温を管
理 し、服装など工夫をしな
がら無理のない範囲で快適
に過ごしま しょう。

■お問い合わせ

仙台市環境局環境企画課
〒980-0802仙台市青葉区二日町6-12二日町第2仮庁舎 TEL.022-214-8232/FAX.022 -214-0580 

条例の詳しい内容は、市ホームページ＞くらしの情報＞まち美化・環境保全＞環境にやさしいくらしからもご参照いただけます。

このパンフレットはリサイクルできます。「雑がみ」に分別しましょう。
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温暖化対策等の

推進に関する条例
地球温暖化は、私たちの暮らしや事業活動から排出される温室効果
ガスが要因とされており、今日、喫緊の課題となっています。地球
温暖化を 一因とする気候変動や自然災害の増加、生態系・食糧生産
への影響など、私たちの生活への影響がますます大きくなることが
懸念されます。
本市では、地球温暖化対策に率先して取り組むため、市民等、事業者、 gさ�
市の責務や取組、 事業者と市が協働して温室効果ガス排出削減を進 》？

めるための制度などを定めた「地球温暖化対策等の推進に関する条例」
を制定しました。 <ミ
地球温暖化対策等の推進には、 一人ひとりの行動が大切です。杜のくこ二ニ二）
都の良好な環境を将来の世代へ継承するため、皆様のご理解とご協
力を お願いします。
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